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1 救急医療の概念：救急ってなんですか？
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厚生労働省　医療計画との連携

救急車を呼ぶタイミングの知識

救急医療と災害医療と集中治療の連携性

救急医学と集中治療医学の現在テーマ



病 名 救急車を呼ぶ  5つのポイント
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脳卒中：脳出血・クモ膜下出血・脳梗塞

急性心筋梗塞

外傷と熱傷：交通事故・熱傷

感染症の重症化：敗血症

心肺停止：息していない？

スライド：松田直之オリジナル



病 名 梗塞ですか　出血ですか

スライド：松田直之オリジナル

梗塞

出血



病 態 救急車を呼ぶ  5つのポイント
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4

5

意識

呼吸数

血圧

脈拍数

体温
スライド：松田直之オリジナル



引用：玉野市ホームページ　https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/25/15566.html

周囲の人を呼ぶ/集めることも大切です

意識がおかしいときの回復体位



通常：60~ 90 回/分

脈を触れるトレーニング

引用：看護roo https://www.kango-roo.com/work/826/

撓骨（とうこつ）動脈 
の触知は 
収縮期血圧（上の血圧） 
80 mmHg以下で 
悪くなります。低血圧（疑） 
脈を触知しにくくなります。 
（注意/留意） 
貧血：ヘモグロビンの低下



引用：Nurse Plus 　https://kango.mynavi.jp/contents/nurseplus/dictionary/sagyo/shi/20230301-2159386/

周囲の人を呼ぶ/集めることも大切です

血圧低下のときの回復体位

脈の触れが弱い（手首/首）



心肺蘇生トレーニング

Off the Job トレーニングの重要性　名古屋市　中京病院における心肺蘇生講習会　 2024年1月20日　　救急科 指導医・専門医　松田直之



呼吸・循環確認のポイント

10秒以内

同時確認

セリフ：呼吸・見て・聞いて・ 
感じて５／６／７／８／９／１０ 
呼吸・循環ありません

頸動脈触知

Basic Life Support（BLS）の復習

松田直之：名古屋大学医学部４年生講義資料

キーワード 
下顎挙上
参照：https://www.med.or.jp/99/cpr.html



胸骨圧迫（心臓マッサージ）のポイント

深さ：5 cm  6 cmを超えない

Recoilの重要性

速度：100-120回/分

場所：胸骨上  剣状突起 2cm上

胸壁から掌を外して完全にrecoilを促す方法をhands off 
CPRと呼ぶが，推奨されてはいない。

圧迫：解除＝１：１

Recoilが大切

Basic Life Support（BLS）の復習重 要

呼吸：心マ＝ 2回：30回
松田直之：名古屋大学医学部４年生講義資料

参照：https://www.med.or.jp/99/cpr.html



2分間毎に自動的に致死的不整脈を再評価してくれますAED：Automated External Defibrillator
松田直之：名古屋大学医学部４年生講義資料

引用：日本医師会 
心肺蘇生法

参照：https://www.med.or.jp/99/cpr.html



Medical Control 協議会

CPA：cardiopulmonary arrest 心肺停止のこと

名古屋市内の救急搬送の会議

2022年度2021年度2020年度

全心拍再開率 9.6%

引用：名古屋市メディカルコントロール協議会　2024年2月14日資料



テーマ  1 救急医療の視点：救急ってなんですか？

動ける救急外来を作りましょう：平時から救急医療を育成していることが大切です

分散搬送

60分

60分

緊急性
救急外来

非予約/トリアージシステム

一般外来

生命兆候サイン

病院間連携



緊急性を評価するためのABCDE

A

B

C

D

E

Airway

Breathing

Circulation

Dysfunction of Central Nervous System

循環

意識

体温

気道

呼吸

知 識

Environmental factors
松田直之 オリジナルスライド



5,240,478 
5,293,403 

5,100,370 5,125,936 
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5,805,701 

5,918,939 
5,988,377 

6,058,190 
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4,982,512 

5,185,313 
5,252,827 

5,348,623 
5,408,635 
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4,500,000

4,800,000
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5,400,000

5,700,000

6,000,000

6,300,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

救急出動件数 搬送人員 

平成18年 

救急出動件数 5,240,478件 

搬送人員    4,895,328人 

 

平成28年 

救急出動件数 6,213,628件 

搬送人員    5,624,034人 

 

(注) １ 平成10年以降の救急出場件数及び搬送人員についてはヘリコプター出動分を含む。  
     ２ 各年とも1月から12月までの数値である。 

救急出動件数及び搬送人員の推移 
○ 救急出動件数及び搬送人員数ともに、8年連続の増加となり、過去最多となった。 

10年間で 

 ・救急出動件数は約97万件（約19%）増加 

 ・搬送人員は約73万人（約15%）増加 

「平成29年版 救急・救助の現況」（総務省消防庁） 

（件・人） 

5 

名古屋市  年間約12万件
総務省資料 2018年 年間約621万件



コロナ禍で救急搬送数は減少知  識

名古屋市 146,609 件/2022年（401/日） 
46隊 63車両（2023年4月）
名古屋市はコロナ禍で他の市町村からの救急車搬入を受け入れたので 
増加しました（コメント：松田直之）

引用：資料　総務省消防庁
「令和４年版 救急・救助の現況」の公表

資料データ



厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142313.html

厚生労働省　医療計画との連携テーマ 2



がん 
脳卒中 
急性心筋梗塞 
糖尿病 
精神疾患

救急医療 
災害医療 
へき地医療 
周産期医療 
小児医療

5 疾病 6 事業
2013年度→ 2018年度→ 2024年度

Mental illness

Remote medicine

引用閲覧　https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000911302.pdf　2024/02/15

Perinatal medicine

DM

AMI

Stroke

Cancer Emergency

Disaster

Pediatric

新たに2024年度より 
「新興感染症等への
対応」を追加

第８次医療計画

2013年度～

救急医療：5疾病6事業における医療連携



5疾病6事業 

医療連携体制 

医療体制の構築

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000054910.pdf

  ５疾病6事業：2024年4月～  

  ４疾病５事業：2007年度～  



総務省ホームページ人口統計より引用

2025年 医療構想：人口ピラミッド対応
地域包括ケアシステム
背景 
65歳以上人口 
2023年　3,500 万人 
2024年　約3,900万人でピーク 
75歳以上の人口割合は増加予想

住まい・医療・介護・予防・生活支援 
一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築

重要：救急と福祉の連携



2015年



3次救急医療，災害拠点中核病院：救命救急センター

2015年



急性期医療と地域包括医療の連携の重症性

地域包括　連携としての全身管理

救   急 ICU

高度急性期

急性期
回復期

慢性期
病   院

多職種連携の強化：各職種の質を高める

松田直之 オリジナルスライド



愛知県医務国保課　救急搬送6号規定

１．心肺停止 
２．急性心筋梗塞 
３．脳卒中 
４．多発外傷 
５．広範囲熱傷 
６．四肢・指趾切断

７．妊産婦急変 
８．小児急変

管制支障：たらい回し 
※ 2回以上の断りに対して
要請先病院は傷病者を受け
入れる。



救急車を呼ぶタイミングの知識

1

2

3

4

5

意識

呼吸数

血圧

脈拍数

体温
スライド：松田直之オリジナル

テーマ 3



Ｉ. 覚醒している
  ■   1 (I-1) 見当識は保たれているが意識清明ではない

■ 2 (I-2) 見当識障害がある（時・場所・人の認識障害）
■ 3 (I-3) 自分の名前・生年月日が言えない

II.  刺激に対して一時的に覚醒する
  ■   10 (II-1) 普通の呼びかけで開眼する

■ 20 (II-2) 大声で呼びかけたり，強く揺するなどで開眼する
■ 30 (II-3) 痛み刺激を加えつつ，呼びかけを続けると辛うじて開眼する

III.  刺激しても覚醒しない
  ■   100 (III-1) 痛みに対して払いのけるなどの動作をする

■ 200 (III-2) 痛み刺激で手足を動かしたり，顔をしかめたりする
■ 300 (III-3) 痛み刺激に対し全く反応しない 

Japan Coma Scale（JCS）意  識1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8B%E5%BD%93%E8%AD%98


呼吸数を数えてみよう呼  吸2

１分間の計測 
正常：12~20回/分 
注意： 
■　22回/分 以上 
■　 ９回/分 以下

一つの方法：20秒の数  ✕  3 = ? ?



血圧の計測 
異常な場合 

収縮期圧（上の血圧） 
■　100 mmHg 以下：感染症？？ 
■　220 mmHg 以上：高血圧緊急症

血圧を測ってみよう循  環3

引用：ドリテック　電子血圧計（手首式） 
https://dretec.co.jp/medical/sphygmomanometer 

https://dretec.co.jp/medical/sphygmomanometer


脈拍数：60-100回/分 
異常な場合 

■　50 回/分 以下 
■　94 回/分 以上
一つの方法：20秒の数  ✕  3 = ? ?

脈の数を測ってみよう脈拍数4

引用：看護roo https://www.kango-roo.com/work/826/

https://www.kango-roo.com/work/826/


3 4 小型の血圧計も市販されています

血圧と脈拍数を自動測定

引用：手首血圧計エー・アンド・デイ　UB-511　https://www.aandd.co.jp/products/medical/hhc/hhc-wrist/ 引用：上腕式血圧計　HEM-711　https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HEM_7111.html

https://www.aandd.co.jp/products/medical/hhc/hhc-wrist/
https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HEM_7111.html


体温の測定 
異常な例 

■　39℃以上 
■　35℃以下

5 体  温 体温の評価 重要です

引用　OMRON・耳式体温計　MC-510　けんおんくんミミ「実測式」　
https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_510.html?
srsltid=AfmBOopC2gT_QsEI__1cSf9_cYM-
CcdOnyjvVA7GZxhNWBpATzQ4UdDe

引用：OMRON・電子体温計 MC-681けんおんくん　(予測式) 
 https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_681.html

https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_510.html?srsltid=AfmBOopC2gT_QsEI__1cSf9_cYM-CcdOnyjvVA7GZxhNWBpATzQ4UdDe
https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_510.html?srsltid=AfmBOopC2gT_QsEI__1cSf9_cYM-CcdOnyjvVA7GZxhNWBpATzQ4UdDe
https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_510.html?srsltid=AfmBOopC2gT_QsEI__1cSf9_cYM-CcdOnyjvVA7GZxhNWBpATzQ4UdDe
https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_681.html


偶発性低体温症：不整脈の危険性体  温

体温が低い場合 
異常な場合：加温管理が大切 

■　35℃以下：軽度　　熱震え産生に留意　 
■　32℃以下：中等度　心房細動に注意 
■　28℃以下：重度　　心室細動に注意



急性アルコール中毒：低体温？？体  温

② 寒い場所での危険性（トイレ・屋外）  偶発性低体温症

① 呼吸の危険性

引用　OMRON・耳式体温計　MC-510　けんおんくんミミ「実測式」
https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_510.html?
srsltid=AfmBOopC2gT_QsEI__1cSf9_cYM-CcdOnyjvVA7GZxhNWBpATzQ4UdDe

回復体位はこのような顎を上げた側臥位です（コメント：松田直之）
引用：政府広報オンラインより　https://www.gov-online.go.jp/useful/
article/201804/2.html

https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_510.html?srsltid=AfmBOopC2gT_QsEI__1cSf9_cYM-CcdOnyjvVA7GZxhNWBpATzQ4UdDe
https://store.healthcare.omron.co.jp/item/MC_510.html?srsltid=AfmBOopC2gT_QsEI__1cSf9_cYM-CcdOnyjvVA7GZxhNWBpATzQ4UdDe


1
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4
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意識：目を開けない・いつもと違う

呼吸数：22 回/分以上・9 回/分以下

血圧（上）：220 mmHg以上，90 mmHg以下

脈拍数：94 回/分以上・50 回/分以下

体温：39℃以上・35℃以下

救急車を呼ぶタイミング：５つの留意



テーマ  4

動ける医療体制を作りましょう：平時から救急医療を育成していることが大切です

救急医療と災害医療と集中治療の院内連携



 

別添 

 

災害医療対策事業等実施要綱 

 

 

第１ 災害拠点病院整備事業 

 

１ 目的 

  この事業は、次の災害医療支援機能を有し、２４時間対応可能な救急体制を確保す

る災害拠点病院（基幹災害拠点病院及び地域災害拠点病院をいう。以下同じ。）を整

備することにより、災害時の医療を確保することを目的とする。 

（１）多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医

療を行うための高度の診療機能 

（２）患者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能 

（３）自己完結型の医療救護チームの派遣機能 

（４）地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能 

 

２ 事業の実施主体 

  都道府県又は都道府県知事の要請を受けた災害拠点病院で厚生労働大臣が適当と認

めるものの開設者とする（ただし、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）。 

 

３ 設置方針 

（１）基幹災害拠点病院 

   原則として各都道府県に一か所設置するものとする。 

（２）地域災害拠点病院 

   原則として二次医療圏に一か所設置するものとする。 

 

４ 事業内容 

（１）災害拠点病院として、必要な施設を整備するものとする。 

  ア 病棟（病室・集中治療室等）、救急診療に必要な診療棟（診察室、検査室、エッ

クス線室、手術室、人工透析室等）、災害時における患者の多数発生時に対応可

能な居室等及び簡易ベッド等の備蓄倉庫 

  イ 診療に必要な施設は耐震構造であること。 

  ウ 電気等の生活必需基盤の維持機能 

  エ 基幹災害拠点病院においては、災害医療の研修に必要な研修室 

  オ 原則として、病院敷地内にヘリコプターの離発着場を有すること。 

    やむなく病院敷地内に離発着場の確保が困難な場合は、病院近接地に非常時に

も使用可能な離発着場を確保すること。 

（２）災害拠点病院として、必要な診療設備等を整備するものとする。 

災害拠点病院の役割



災害で起きやすい病気を知ろう重 要

松田直之：名古屋大学医学部４年生講義資料

１．環境異常症：偶発性低体温症 

２．一酸化炭素中毒 

３．感染症：消化管・結核・破傷風 

      ※　蜂窩織炎　蜂窩織炎説明できるようにしましょうね



データ 結核菌の検出状況  年間 約1.1万人

引用：結核予防会　結核研究所ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001139692.pdf



○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するも
の。 

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和６０年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏
ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成１８年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制
について記載されることとなり、平成２６年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。 

医療計画制度について 医療計画について 

・  ２０２５年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能
ごとの医療需要と必要病床数、在宅医療等の医療需要を 
推計。 

○ 地域医療構想 

医療計画における主な記載事項 

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、 
         糖尿病、精神疾患）。 

   ５事業･･･５つの事業（救急医療、災害時における医療、 
         へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児 
         救急医療を含む。））。 

○ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療に関する事項 

・  疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状
を把握し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の
構築のための具体的な施策等の策定を行い、その進捗状況
等を評価し、見直しを行う（PDCAサイクルの推進）。 

○ 医療従事者の確保 

・  地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医 
 師、 看護師等の確保。 ○ 医療の安全の確保 

○ 基準病床数の算定 

○ 医療圏の設定 

・  国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者   
 流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示 
 し、見直しを促進。 

・  病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単
位として区分。 

8 

厚生労働省ホームページより引用



審議会議事録等 ＨＯＭＥ

救急医療体制基本問題検討会報告書

平成９年１２月

　
目　　　次

１．はじめに　
　
２．基本的視点　
　
３．救急医療体制のあり方

(1) 救急医療機関の機能
(2) 救急医療体制の一元化
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(4) 救急医療情報の提供
　
４．救急医療体制の個別課題

(1) 少子化社会における小児の救急医療体制
(2) 精神科領域の救急医療体制
(3) 特定の診療科の救急医療体制
(4) 高齢社会に対応した救急医療体制
(5) 多数の患者が同時に発生した際の対応
(6) へき地・離島の救急医療
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(1) 救急医療に関する情報提供体制について
(2) 国民に対する普及啓発
　
６．救急医学教育

ヘリコプターを有効に活用するためにも、通常の救急搬送にヘリコプターを積極的に活用し、
普段から体制を整えておく必要がある。
　
（９） 救急医療体制における公的病院と民間病院の役割
　
救急医療は“医”の原点であり、救急医療の提供は、医療機関の公私を問わずすべての医療機関
に課せられた共通の務めである。公的医療機関の役割について言及すれば、救急医療の提供
は、公立病院が中心的な役割として果たすべきであると考えられ、国立病院についても、「国
立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」に基づき、三次救急医療体制を補完する役割を
担うべきであろう。
　
（１０） 大学附属病院の使命
　
大学附属病院は、高度な救命救急医療機関としての機能を有しており、２４時間救急医療体制
を組むことが可能であることから、二次医療圏を越えた広域の救急医療を担当する「救命救急
センター」として機能すべきである。
本来、大学附属病院は、救急医療を担当する医師及び歯科医師を養成する使命を有している。
従って、すべての医師が基本的な救急医療を行えるよう、大学医学部は救急医学講座を整備す
るなど、救急医学に関する卒前教育及び卒後臨床研修をさらに充実すべきである。そのために
も、すべての大学医学部附属病院等が「救命救急センター」として機能する必要がある。ま
た、高度な救急医療である広範囲熱傷、中毒、多発外傷などの特殊救急にも対応できる医師を
養成していくことも大学附属病院の重要な役割である。
　
　
５．救急医療の啓発普及
　
（１） 救急医療に関する情報提供体制

現在、３８の都道府県に救急医療情報センターが整備され、救急隊及び地域住民に救急医療の
診療情報が提供されているが、全市町村の僅か２５％＊が利用しているに過ぎない。救急医療
体制に関する情報提供で最も多いのが地区広報（全市町村の５０％＊）であるが、地域住民が
地区広報を常時保存していることを前提にした情報提供体制では不十分である。地域住民が利
用しやすく、容易に救急医療に関する診療情報を入手できる手段・方法を各自治体は検討すべ
きである。例えば、地域には深夜まで営業している公的機関及び民間事業者もあることから、
これらを活用することやインターネット等の新しい通信媒体を活用し、救急医療に関する情報
提供基地として利用することも一つの方法であろう。　　　　　　　　　　　　
　
＊（平成９年救急医療体制実態調査）
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(1) 救急医療に関する情報提供体制について
(2) 国民に対する普及啓発
　
６．救急医学教育

８．救急医療の財源
　
“救急医療は医の原点”の見地から、救急医療体制のあり方について論じてきたが、過酷な労働
環境にも拘わらず、救命を目的とした医師をはじめとする医療従事者の使命感に支えられてい
る現状は、まず、第一に理解されてしかるべきである。救急医療機関が、最良の医療を提供で
きるよう、必要な財源措置についても併せて検討する必要がある。
　
（１） 国と地方の役割分担
　
「行政の役割」でも述べたが、救急医療体制の確保については、地方自治体が主体的に関わる
べき重要課題であり、国の役割は、高度な救急医療の提供を支援し、都道府県とともに時代の
要請に対応した救急医療体制づくり及び地域格差の是正に努めることである。こうした役割分
担に基づいて、救急医療の財源措置を検討する必要がある。
　
（２） 財源措置のあり方
　
初期救急医療体制の整備は、従来より、市町村事業として行われており、休日・夜間急患セン
ターも整備目標の８０％に達していることから、一般財源化により、市町村がより責任を持っ
て主体的に取り組むべきである。
二次救急医療体制については、本検討会の提言に基づき一元化され、新たな救急医療体制とな
ることから、こうした体制が地域に定着し効率的な体制として機能するよう、都道府県が主体
となって事業を推進するとともに、必要に応じ国の指導と助成が行われるべきである。また、
特に小児救急医療については、その充実が求められており、早急な支援が望まれる。
三次救急医療については、既存の救命救急センターを再評価し、整備の重点化を図るなど助成
のあり方を見直す必要がある。また、すべての大学医学部附属病院等が“救命救急センター”と
して機能することを求められていることから、特に救急医学講座を有する国立大学は、“救命救
急センター”運営のために、早急に財源の優先化を図り、地域の救急医療体制の充実に貢献すべ
きである。
救急医療は、通常の社会生活を送っている者を、何らかの傷病によって生命の存続が危うくな
ることから守り、救命し、社会復帰させ、従来の経済活動を可能にするものであることから、
最も経済効果の高い医療であると言える。救急医療が地域に根ざし、その必要に応えるものと
なるためにも、適正な経済的評価がなされる必要がある。
　
　
おわりに
　
平成９年２月以来、救急医療体制の課題について、識者並びに多数の救急医療関係者と検討を
重ね、救急医療体制の一元化について明確な方向性を与えたことは、２１世紀へ向けた救急医
療体制について基本的なあり方を示し得たと考える。また、附属病院を有するすべての大学が
救急医学教育を充実し、その附属病院が“救命救急センター”として機能することは、大学本来の使命であることを再度、明記したい。
限られた医療資源の効果的な配分と有効活用を図り、救急医療体制を充実させることが、医療
関係者及び行政に課せられた課題である。「いつでも、どこでも、だれにでも適切な救急医
療」を提供できるよう、本報告書がその一助となることを願うものである。
　
　

問い合わせ先　　厚生省健康政策局指導課
　　　　　担　当　　土居（内線２５５９）、　遠山（内線２５５０）
　　　　　電　話　　（代）　[現在ご利用いただけません]
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０３－３５０３－８５６２（直通）

　

[参考］

救命救急センターの要件

　
１．定義
　
救命救急センターは、初期救急医療機関、二次救急医療機関及び救急患者の搬送機関との円滑
な連携体制のもとに、重篤な救急患者への医療を確保することを目的に設置された地域の救急
医療体制を完結する機能を有する三次救急医療機関である。
　
　
２．機能
　
（１） 重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者に対し、高度な救急医療を
総合的に２４時間体制で提供できること。
　
（２） 医師、看護婦（士）及び救急救命士等に対する適切な臨床研修が可能であること。
　
　
３．運営方針
　
（１） 救命救急センターは、原則として、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な
救急患者を２４時間体制で受け入れることとする。
　
（２） 救命救急センターは、初期救急医療機関及び二次救急医療機関の後方病院であり、原則
として、これらの医療機関及び救急搬送機関からの救急患者を２４時間体制で必ず受け入れる
こととする。

ヘリコプターを有効に活用するためにも、通常の救急搬送にヘリコプターを積極的に活用し、
普段から体制を整えておく必要がある。
　
（９） 救急医療体制における公的病院と民間病院の役割
　
救急医療は“医”の原点であり、救急医療の提供は、医療機関の公私を問わずすべての医療機関
に課せられた共通の務めである。公的医療機関の役割について言及すれば、救急医療の提供
は、公立病院が中心的な役割として果たすべきであると考えられ、国立病院についても、「国
立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」に基づき、三次救急医療体制を補完する役割を
担うべきであろう。
　
（１０） 大学附属病院の使命
　
大学附属病院は、高度な救命救急医療機関としての機能を有しており、２４時間救急医療体制
を組むことが可能であることから、二次医療圏を越えた広域の救急医療を担当する「救命救急
センター」として機能すべきである。
本来、大学附属病院は、救急医療を担当する医師及び歯科医師を養成する使命を有している。
従って、すべての医師が基本的な救急医療を行えるよう、大学医学部は救急医学講座を整備す
るなど、救急医学に関する卒前教育及び卒後臨床研修をさらに充実すべきである。そのために
も、すべての大学医学部附属病院等が「救命救急センター」として機能する必要がある。ま
た、高度な救急医療である広範囲熱傷、中毒、多発外傷などの特殊救急にも対応できる医師を
養成していくことも大学附属病院の重要な役割である。
　
　
５．救急医療の啓発普及
　
（１） 救急医療に関する情報提供体制

現在、３８の都道府県に救急医療情報センターが整備され、救急隊及び地域住民に救急医療の
診療情報が提供されているが、全市町村の僅か２５％＊が利用しているに過ぎない。救急医療
体制に関する情報提供で最も多いのが地区広報（全市町村の５０％＊）であるが、地域住民が
地区広報を常時保存していることを前提にした情報提供体制では不十分である。地域住民が利
用しやすく、容易に救急医療に関する診療情報を入手できる手段・方法を各自治体は検討すべ
きである。例えば、地域には深夜まで営業している公的機関及び民間事業者もあることから、
これらを活用することやインターネット等の新しい通信媒体を活用し、救急医療に関する情報
提供基地として利用することも一つの方法であろう。　　　　　　　　　　　　
　
＊（平成９年救急医療体制実態調査）
　
　

８．救急医療の財源
　
“救急医療は医の原点”の見地から、救急医療体制のあり方について論じてきたが、過酷な労働
環境にも拘わらず、救命を目的とした医師をはじめとする医療従事者の使命感に支えられてい
る現状は、まず、第一に理解されてしかるべきである。救急医療機関が、最良の医療を提供で
きるよう、必要な財源措置についても併せて検討する必要がある。
　
（１） 国と地方の役割分担
　
「行政の役割」でも述べたが、救急医療体制の確保については、地方自治体が主体的に関わる
べき重要課題であり、国の役割は、高度な救急医療の提供を支援し、都道府県とともに時代の
要請に対応した救急医療体制づくり及び地域格差の是正に努めることである。こうした役割分
担に基づいて、救急医療の財源措置を検討する必要がある。
　
（２） 財源措置のあり方
　
初期救急医療体制の整備は、従来より、市町村事業として行われており、休日・夜間急患セン
ターも整備目標の８０％に達していることから、一般財源化により、市町村がより責任を持っ
て主体的に取り組むべきである。
二次救急医療体制については、本検討会の提言に基づき一元化され、新たな救急医療体制とな
ることから、こうした体制が地域に定着し効率的な体制として機能するよう、都道府県が主体
となって事業を推進するとともに、必要に応じ国の指導と助成が行われるべきである。また、
特に小児救急医療については、その充実が求められており、早急な支援が望まれる。
三次救急医療については、既存の救命救急センターを再評価し、整備の重点化を図るなど助成
のあり方を見直す必要がある。また、すべての大学医学部附属病院等が“救命救急センター”と
して機能することを求められていることから、特に救急医学講座を有する国立大学は、“救命救
急センター”運営のために、早急に財源の優先化を図り、地域の救急医療体制の充実に貢献すべ
きである。
救急医療は、通常の社会生活を送っている者を、何らかの傷病によって生命の存続が危うくな
ることから守り、救命し、社会復帰させ、従来の経済活動を可能にするものであることから、
最も経済効果の高い医療であると言える。救急医療が地域に根ざし、その必要に応えるものと
なるためにも、適正な経済的評価がなされる必要がある。
　
　
おわりに
　
平成９年２月以来、救急医療体制の課題について、識者並びに多数の救急医療関係者と検討を
重ね、救急医療体制の一元化について明確な方向性を与えたことは、２１世紀へ向けた救急医
療体制について基本的なあり方を示し得たと考える。また、附属病院を有するすべての大学が
救急医学教育を充実し、その附属病院が“救命救急センター”として機能することは、大学本来
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評価
修正
立案

スライド：松田直之オリジナル



救急科指導医・救急科専門医を育成する



1 救急医療の概念：緊急性と分散搬送の概念を説明できますか？

2

3

4

厚生労働省　第8次医療計画： 説明できますか？

救急車を呼ぶタイミング： ポイントを説明できますか？

救急医療/集中治療の未来構築まとめ

救急医療と災害医療と集中治療の未来構築


